
 

議案第６１号 

 

市川市特別職の職員の給与及び議員報酬等並びに旅費及び費用弁

償に関する条例等の一部改正について 

 

 市川市特別職の職員の給与及び議員報酬等並びに旅費及び費用弁償に関する

条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

平成２３年２月１４日提出 

市川市長  大 久 保  博 

 

 

 

市川市条例第  号 

市川市特別職の職員の給与及び議員報酬等並びに旅費及び費用弁 

償に関する条例等の一部を改正する条例 

 （市川市特別職の職員の給与及び議員報酬等並びに旅費及び費用弁償に関す

る条例の一部改正） 

第１条 市川市特別職の職員の給与及び議員報酬等並びに旅費及び費用弁償に

関する条例（昭和３１年条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

市川市特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に 

関する条例 

 第１条中「第２０３条第１項の規定による議員報酬、同条第２項の規定に

よる費用弁償及び同条第３項の規定による期末手当、法」を削る。 

 第２条第１項中「議員報酬又は報酬の支給」を「報酬」に改め、同項第１

号を削り、同項第２号を同項第１号とし、同項第３号を同項第２号とし、同

項第４号を同項第３号とし、同項第５号中「前各号」を「前３号」に改め、

同号を同項第４号とする。 



 

 第３条の見出し中「議員報酬等」を「報酬」に改め、同条第１項中「、議

員報酬」を削り、同項第１号中「、議会の議員」を削り、同条第２項中    

「１２月１日」の次に「（以下この項においてこれらの日を「基準日」とい

う。）」を加え、同条第３項を削り、同条第４項中「前２項」を「前項」に改

め、「及び議会の議員」を削り、同項を同条第３項とし、同条第５項を同条

第４項とし、同条第６項を同条第５項とする。 

 第４条の見出し中「議員報酬等」を「報酬」に改め、同条第１項中「、議

会の議員」を削り、「になった」を「となった」に改め、「、議員報酬」を削

り、同条第４項中「、議員報酬」及び「ものとする」を削り、同条第５項中

「特別」を「、特別」に改める。 

第５条第１項中「、議会の議員」を削る。 

第５条の２の見出し中「旅費」の次に「及び費用弁償」を加え、同条中「旅

費」の次に「及び費用弁償」を加え、「つど」を「都度」に改める。 

第７条中「支給方法は」を「支給方法については」に、「支給方法に」を

「支給方法の例に」に改める。 

第９条の見出しを「（委任）」に改め、同条中「市長が」を「、規則で」に

改める。 

附則第６項を削る。 

附則第７項の見出し中「市長等の」を削り、同項中「市長その他の特別職

の職員（議会の議員を除く。）に支給する」を削り、同項を附則第６項とし、

附則第８項を附則第７項とし、附則第９項を附則第８項とする。 

別表第１職名の項中「、議員報酬」を削り、同表議会の項を削る。 

別表第２に次のように加える。 

民生委員推薦会委員 〃 ９,１００円

別表第６中 

「 

市長 

議会議員 

３７円 ３,３００円 １６,５００円 ３,３００円 
 を 

」 



 

「 

市長 ３７円 ３,３００円 １６,５００円 ３,３００円  に 

」 

改める。 

（市川市名誉市民条例の一部改正） 

第２条 市川市名誉市民条例（昭和６３年条例第１５号）の一部を次のように

改正する。 

第６条第７項中「委員には、別に」を「市は、委員に対し、市川市特別職

の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭和３１年条

例第２６号）の」に、「報酬を支給し、」を「、報酬を支給し、及び」に改め

る。 

（市川市市政戦略会議条例の一部改正） 

第３条 市川市市政戦略会議条例（平成２２年条例第２４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第９条中「市川市特別職の職員の給与及び議員報酬等並びに旅費及び費用

弁償に関する条例」を「市川市特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び

費用弁償に関する条例」に改める。 

（市川市総合計画審議会条例の一部改正） 

第４条 市川市総合計画審議会条例（昭和５０年条例第４９号）の一部を次の

ように改正する。 

第８条中「委員には、別に」を「市は、委員に対し、市川市特別職の職員

の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭和３１年条例第 

２６号）の」に、「報酬を支給し、」を「、報酬を支給し、及び」に改める。 

（市川市社会福祉審議会条例の一部改正） 

第５条 市川市社会福祉審議会条例（平成１７年条例第８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第９条中「市川市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例」

を「市川市特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条



 

例」に改め、「支給し、」の次に「及び」を加える。 

（市川市公文書公開条例の一部改正） 

第６条 市川市公文書公開条例（平成９年条例第２号）の一部を次のように改

正する。 

第１９条第９項中「委員には、別に」を「市は、委員に対し、市川市特別

職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭和３１年

条例第２６号）の」に、「報酬を支給し、」を「、報酬を支給し、及び」に改

める。 

（市川市個人情報保護条例の一部改正） 

第７条 市川市個人情報保護条例（昭和６１年条例第３０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２３条第８項中「委員には、別に」を「市は、委員に対し、市川市特別

職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭和３１年

条例第２６号）の」に、「報酬を支給し、」を「、報酬を支給し、及び」に改

める。 

第２４条第９項中「委員には、別に」を「市は、委員に対し、市川市特別

職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例の」に、「報

酬を支給し、」を「、報酬を支給し、及び」に改める。 

（市川市住居表示審議会条例の一部改正） 

第８条 市川市住居表示審議会条例（昭和３８年条例第４５号）の一部を次の

ように改正する。 

第８条中「委員には、別に」を「市は、委員に対し、市川市特別職の職員

の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭和３１年条例第 

２６号）の」に、「職務を行なう」を「及び職務を行う」に改める。 

（市川市特別職報酬等審議会条例の一部改正） 

第９条 市川市特別職報酬等審議会条例（昭和３９年条例第５号）の一部を次

のように改正する。 

第８条中「委員には、別に」を「市は、委員に対し、市川市特別職の職員



 

の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭和３１年条例第 

２６号）の」に、「職務を行なうため、費用弁償する」を「及び職務を行う

ための費用を弁償する」に改める。 

（市川市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正） 

第１０条 市川市教育委員会教育長の給与等に関する条例（昭和３２年条例第

１２号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「市川市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例」

を「市川市特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条

例」に改める。 

（市川市特別職の職員の退職手当支給条例の一部改正） 

第１１条 市川市特別職の職員の退職手当支給条例（昭和３６年条例第２０号）

の一部を次のように改正する。 

第１条中「市川市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例」

を「市川市特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条

例」に、「第３条第４項の規定に基き」を「第３条第５項の規定に基づき、」

に改める。 

 （市川市議会の議員その他の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の

一部改正） 

第１２条 市川市議会の議員その他の非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例（昭和４２年条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

第４条中第８項を第９項とし、第７項の次に次の１項を加える。 

８ 市は、委員に対し、市川市特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び

費用弁償に関する条例（昭和３１年条例第２６号）の定めるところにより、

報酬を支給し、及び職務を行うための費用を弁償する。 

第１９条中第８項を第９項とし、第７項の次に次の１項を加える。 

８ 市は、委員に対し、市川市特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び

費用弁償に関する条例の定めるところにより、報酬を支給し、及び職務を

行うための費用を弁償する。 



 

（市川市防災会議条例の一部改正） 

第１３条 市川市防災会議条例（昭和３７年条例第２４号）の一部を次のよう

に改正する。 

第５条を第６条とし、第４条の次に次の１条を加える。 

（報酬及び費用弁償） 

第５条 市は、委員に対し、市川市特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費

及び費用弁償に関する条例（昭和３１年条例第２６号）の定めるところに

より、報酬を支給し、及び職務を行うための費用を弁償する。 

（市川市水防協議会条例の一部改正） 

第１４条 市川市水防協議会条例（昭和６２年条例第１６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第７条中「委員には、別に」を「市は、委員に対し、市川市特別職の職員

の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭和３１年条例第 

２６号）の」に、「報酬を支給し、」を「、報酬を支給し、及び」に改める。 

（市川市国民保護協議会条例の一部改正） 

第１５条 市川市国民保護協議会条例（平成１８年条例第３７号）の一部を次

のように改正する。 

第６条中「市川市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例」

を「市川市特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条

例」に改め、「支給し、」の次に「及び」を加える。 

（市川市納税者等が選択する市民活動団体への支援に関する条例の一部改

正） 

第１６条 市川市納税者等が選択する市民活動団体への支援に関する条例（平

成１６年条例第４３号）の一部を次のように改正する。 

第２０条第９項中「市川市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関す

る条例」を「市川市特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に

関する条例」に改め、「支給し、」の次に「及び」を加える。 

（市川市男女共同参画社会基本条例の一部改正） 



 

第１７条 市川市男女共同参画社会基本条例（平成１８年条例第５３号）の一

部を次のように改正する。 

第１３条第９項中「市川市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関す

る条例」を「市川市特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に

関する条例」に改め、「支給し、」の次に「及び」を加える。 

（市川市文化財保護条例の一部改正） 

第１８条 市川市文化財保護条例（昭和５１年条例第３８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第５１条中「委員には、別に」を「市は、委員に対し、市川市特別職の職

員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭和３１年条例第

２６号）の」に、「報酬を支給し、」を「、報酬を支給し、及び」に改める。 

（市川市障害者介護給付費等審査会の委員の定数等を定める条例の一部改

正） 

第１９条 市川市障害者介護給付費等審査会の委員の定数等を定める条例（平

成１８年条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

第４条中「市川市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例」

を「市川市特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条

例」に改め、「支給し、」の次に「及び」を加える。 

（市川市介護保険条例の一部改正） 

第２０条 市川市介護保険条例（平成１２年条例第１０号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条第３項中「市川市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する

条例」を「市川市特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関

する条例」に改め、「支給し、」の次に「及び」を加える。 

第１６条第２項中「市川市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関す

る条例」を「市川市特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に

関する条例」に改め、「支給し、」の次に「及び」を加える。 

（市川市医療施設等対策審議会条例の一部改正） 



 

第２１条 市川市医療施設等対策審議会条例（昭和５９年条例第２１号）の一

部を次のように改正する。 

第９条中「委員には、別に」を「市は、委員に対し、市川市特別職の職員

の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭和３１年条例第 

２６号）の」に、「報酬を支給し、」を「、報酬を支給し、及び」に改める。 

（市川市予防接種健康被害調査委員会条例の一部改正） 

第２２条 市川市予防接種健康被害調査委員会条例（昭和５６年条例第１２号）

の一部を次のように改正する。 

第９条中「委員には、別に」を「市は、委員に対し、市川市特別職の職員

の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭和３１年条例第 

２６号）の」に、「報酬を支給し、」を「、報酬を支給し、及び」に改める。 

（市川市国民健康保険条例の一部改正） 

第２３条 市川市国民健康保険条例（昭和３５年条例第２７号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条の見出し中「定数」を「定数等」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 市は、委員に対し、市川市特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び

費用弁償に関する条例（昭和３１年条例第２６号）の定めるところにより、

報酬を支給し、及び職務を行うための費用を弁償する。 

（市川市スポーツ振興審議会条例の一部改正） 

第２４条 市川市スポーツ振興審議会条例（昭和３７年条例第２０号）の一部

を次のように改正する。 

第８条中「委員には別に」を「市は、委員に対し、市川市特別職の職員の

給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭和３１年条例第２６

号）の」に、「報酬を支給し、」を「、報酬を支給し、及び」に改める。 

（市川市環境審議会条例の一部改正） 

第２５条 市川市環境審議会条例（昭和４７年条例第２５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１０条中「委員には、別に」を「市は、委員及び専門委員に対し、市川



 

市特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭和

３１年条例第２６号）の」に、「報酬を支給し、」を「、報酬を支給し、及び」

に改める。 

（市川市廃棄物の減量、資源化及び適正処理等に関する条例の一部改正） 

第２６条 市川市廃棄物の減量、資源化及び適正処理等に関する条例（平成５

年条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

第１０条第４項中「委員には、別に」を「市は、委員に対し、市川市特別

職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭和３１年

条例第２６号）の」に、「報酬を支給し、」を「、報酬を支給し、及び」に改

める。 

（市川市中小企業資金融資及び利子補給条例の一部改正） 

第２７条 市川市中小企業資金融資及び利子補給条例（平成１６年条例第９号）

の一部を次のように改正する。 

第１９条中「市川市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例」

を「市川市特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条

例」に改め、「支給し、」の次に「及び」を加える。 

（市川市勤労福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第２８条 市川市勤労福祉センターの設置及び管理に関する条例（昭和５７年

条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

第１８条中「市川市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例」

を「市川市特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条

例」に改め、「支給し、」の次に「及び」を加える。 

（市川市地方卸売市場の設置及び業務に関する条例の一部改正） 

第２９条 市川市地方卸売市場の設置及び業務に関する条例（昭和４７年条例

第１４号）の一部を次のように改正する。 

第７３条中「市川市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例」

を「市川市特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条

例」に改め、「支給し、」の次に「及び」を加える。 



 

第７９条中「市川市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例」

を「市川市特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条

例」に改め、「支給し、」の次に「及び」を加える。 

（市川市都市計画審議会条例の一部改正） 

第３０条 市川市都市計画審議会条例（平成１２年条例第２５号）の一部を次

のように改正する。 

第７条中「委員には、別に」を「市は、委員に対し、市川市特別職の職員

の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭和３１年条例第 

２６号）の」に、「報酬を支給し、」を「、報酬を支給し、及び」に改める。 

（市川市景観条例の一部改正） 

第３１条 市川市景観条例（平成１８年条例第２３号）の一部を次のように改

正する。 

第４０条中「市川市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例」

を「市川市特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条

例」に改め、「支給し、」の次に「及び」を加える。 

（市川市大町レクリエーションゾーン協議会条例の一部改正） 

第３２条 市川市大町レクリエーションゾーン協議会条例（昭和６２年条例第

１３号）の一部を次のように改正する。 

第１０条中「委員には、別に」を「市は、委員に対し、市川市特別職の職

員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭和３１年条例第

２６号）の」に、「報酬を支給し、」を「、報酬を支給し、及び」に改める。 

（市川市下水道事業審議会条例の一部改正） 

第３３条 市川市下水道事業審議会条例（平成５年条例第１４号）の一部を次

のように改正する。 

第９条中「委員には、別に」を「市は、委員に対し、市川市特別職の職員

の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭和３１年条例第 

２６号）の」に、「報酬を支給し、」を「、報酬を支給し、及び」に改める。 

 （市川都市計画事業市川駅南口地区第一種市街地再開発事業の施行に関する



 

条例の一部改正） 

第３４条 市川都市計画事業市川駅南口地区第一種市街地再開発事業の施行に

関する条例（平成１３年条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

第１７条の次に次の１条を加える。 

（報酬及び費用弁償） 

第１７条の２ 市は、委員に対し、市川市特別職の職員の給与及び報酬並び

に旅費及び費用弁償に関する条例（昭和３１年条例第２６号）の定めると

ころにより、報酬を支給し、及び職務を行うための費用を弁償する。 

（市川市建築審査会条例の一部改正） 

第３５条 市川市建築審査会条例（昭和４６年条例第４号）の一部を次のよう

に改正する。 

第６条中「委員には、別に」を「市は、委員に対し、市川市特別職の職員

の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭和３１年条例第 

２６号）の」に、「報酬を支給し、職務を行なう」を「、報酬を支給し、及

び職務を行う」に改める。 

（市川市ラブホテルの建築規制に関する条例の一部改正） 

第３６条 市川市ラブホテルの建築規制に関する条例（昭和５８年条例第２６

号）の一部を次のように改正する。 

第１５条中「委員には、別に」を「市は、委員に対し、市川市特別職の職

員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭和３１年条例第

２６号）の」に、「報酬を支給し、」を「、報酬を支給し、及び」に改める。 

 （市川市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の一部改

正） 

第３７条 市川市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例

（昭和６２年条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

第１１条第８項中「委員には、別に」を「市は、委員に対し、市川市特別

職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭和３１年

条例第２６号）の」に、「報酬を支給し、」を「、報酬を支給し、及び」に改



 

める。 

（市川市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第３８条 市川市営住宅の設置及び管理に関する条例（平成９年条例第９号）

の一部を次のように改正する。 

第６５条中「委員には、別に」を「市は、委員に対し、市川市特別職の職

員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭和３１年条例第

２６号）の」に、「報酬を支給し、」を「、報酬を支給し、及び」に改める。 

（市川市交通対策審議会条例の一部改正） 

第３９条 市川市交通対策審議会条例（昭和５０年条例第１９号）の一部を次

のように改正する。 

第９条中「委員には、別に」を「市は、委員に対し、市川市特別職の職員

の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭和３１年条例第 

２６号）の」に、「報酬を支給し、」を「、報酬を支給し、及び」に改める。 

（市川市立小中学校通学区域審議会条例の一部改正） 

第４０条 市川市立小中学校通学区域審議会条例（昭和５６年条例第１８号）

の一部を次のように改正する。 

第９条中「委員には、別に」を「市は、委員に対し、市川市特別職の職員

の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭和３１年条例第 

２６号）の」に、「報酬を支給し、」を「、報酬を支給し、及び」に改める。 

（市川市心身障害児就学指導委員会条例の一部改正） 

第４１条 市川市心身障害児就学指導委員会条例（昭和４９年条例第２２号）

の一部を次のように改正する。 

第９条中「委員には、別に」を「市は、委員に対し、市川市特別職の職員

の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭和３１年条例第 

２６号）の」に、「報酬を支給し、職務を行なう」を「、報酬を支給し、及

び職務を行う」に改める。 

（市川市幼児教育振興審議会条例の一部改正） 

第４２条 市川市幼児教育振興審議会条例（昭和５０年条例第３０号）の一部



 

を次のように改正する。 

第８条中「委員には、別に」を「市は、委員に対し、市川市特別職の職員

の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭和３１年条例第 

２６号）の」に、「報酬を支給し、」を「、報酬を支給し、及び」に改める。 

（市川市少年センター設置条例の一部改正） 

第４３条 市川市少年センター設置条例（昭和４４年条例第３３号）の一部を

次のように改正する。 

第８条中「委員には、別に」を「市は、委員に対し、市川市特別職の職員

の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭和３１年条例第 

２６号）の」に、「報酬を支給し、職務を行なう」を「、報酬を支給し、及

び職務を行う」に改める。 

（市川市奨学資金条例の一部改正） 

第４４条 市川市奨学資金条例（昭和４４年条例第６号）の一部を次のように

改正する。 

第１３条中「委員には、別に」を「市は、委員に対し、市川市特別職の職

員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭和３１年条例第

２６号）の」に、「報酬を支給し、職務を行なう」を「、報酬を支給し、及

び職務を行う」に改める。 

（市川市社会教育委員設置条例の一部改正） 

第４５条 市川市社会教育委員設置条例（平成１２年条例第２６号）の一部を

次のように改正する。 

第７条中「委員には、別に」を「市は、委員に対し、市川市特別職の職員

の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭和３１年条例第 

２６号）の」に、「報酬を支給し、」を「、報酬を支給し、及び」に改める。 

（市川市公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第４６条 市川市公民館の設置及び管理に関する条例（昭和３９年条例第４６

号）の一部を次のように改正する。 

第１５条中「市川市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例」



 

を「市川市特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条

例」に改め、「支給し、」の次に「及び」を加える。 

（市川市立博物館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第４７条 市川市立博物館の設置及び管理に関する条例（昭和４７年条例第 

３２号）の一部を次のように改正する。 

第１２条中「委員には別に」を「市は、委員に対し、市川市特別職の職員

の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭和３１年条例第 

２６号）の」に、「職務を行なう」を「及び職務を行う」に改める。 

（市川市消防委員会条例の一部改正） 

第４８条 市川市消防委員会条例（昭和３２年条例第７号）の一部を次のよう

に改正する。 

第７条中「委員には別に」を「市は、委員に対し、市川市特別職の職員の

給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭和３１年条例第２６

号）の」に、「報酬を支給し、」を「、報酬を支給し、及び」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の市川市特別職の職員の給与及び報酬並びに旅

費及び費用弁償に関する条例の規定は、平成２３年４月１日以後に支給事由

の生じた給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償について適用し、同日前に支

給事由の生じた給与、議員報酬及び報酬並びに旅費及び費用弁償については、

なお従前の例による。 



 

理  由 

 

「市川市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例」の

提案に伴い「市川市特別職の職員の給与及び議員報酬等並びに旅費及び費用

弁償に関する条例」について題名の改正を含めた条文の整備を行うとともに、

同条例を引用している附属機関に関する条例等について条文の整備を行う

必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 

 


